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４ 労働争議の解決状況 

(1) 解決方法別の状況 

平成21年の「総争議」780件のうち、平成21年中に「解決又は解決扱い」になった件数は627件（労働 

争議全体の80.4％）となっており、「翌年への繰越」は153件（同19.6％）であった。 

解決方法をみると、「労使直接交渉による解決」が167件（解決件数の26.6％）、「第三者関与による 

解決」が245件（同39.1％）、「その他（解決扱い）」が215件（同34.3％）となっている。 

なお、「第三者関与による解決」をみると、労働委員会関与の「あっせん」が239件(同38.1％)で最も 

多くなっている。（第７表） 

 

あっせん 調　停 仲　裁

解決件数（件）

 平成16年 737 595 118 44 299 296 291 5 - 178 142

17 708 551 128 63 222 221 218 3 - 201 157

18 662 542  160 100 216 214 213 1 - 166 120

19 636 531 185 80 168 164 161 3 - 178 105

20 657 536 138 68 218 215 213 2 - 180 121

21 780 627 167 109 245 245 239 6 - 215 153

構成比（％）

 平成16年 100.0 80.7 (100.0) ( 19.8) ( 7.4) ( 50.3) ( 49.7) ( 48.9) ( 0.8) (    -) ( 29.9) 19.3 

17 100.0 77.8 (100.0) ( 23.2) ( 11.4) ( 40.3) ( 40.1) ( 39.6) ( 0.5) (    -) ( 36.5) 22.2 

18 100.0 81.9 (100.0) ( 29.5) ( 18.5) ( 39.9) ( 39.5) ( 39.3) ( 0.2) (    -) ( 30.6) 18.1 

19 100.0 83.5 (100.0) ( 34.8) ( 15.1) ( 31.6) ( 30.9) ( 30.3) ( 0.6) (    -) ( 33.5) 16.5 

20 100.0 81.6 (100.0) ( 25.7) ( 12.7) ( 40.7) ( 40.1) ( 39.7) ( 0.4) (    -) ( 33.6) 18.4 

21 100.0 80.4 (100.0) ( 26.6) ( 17.4) ( 39.1) ( 39.1) ( 38.1) ( 1.0) (    -) ( 34.3) 19.6 

注：　1)  「その他（解決扱い）」には、不当労働行為事件として労働委員会に救済申し立てがなされた労働争議、労働争議の当事　　　

         者である労使間では解決方法がないような労働争議（例えば、支援スト、政治スト等もここに区分される。)及び解決の事

　　　　 情が明らかでないような労働争議が含まれる。

　　　2)  「労使直接交渉」のうち、「第三者関与あり」とは、解決に至る過程においてあっせんや調停等の第三者関与があった

　　　　 が、労使の直接交渉によって解決したものをいう。

　　　3)　 (  )内は「解決又は解決扱い」に占める解決方法別構成比である。
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(2) 継続期間別の状況 

労働争議の解決状況を継続期間（争議発生から解決に至るまでの日数をいう。）別にみると、30日以 

内で解決した件数は160件で、全体の25.5％となっている（第８表）。 

   

１～５日 ６～10日 11～20日 21～30日

解決件数（件） 627 160 16 16 59 69 155 141 171
( 536) ( 159) (  19) (  20) (  48) (  72) ( 148) ( 108) ( 121)

構成比　（％） 100.0 25.5 2.6 2.6 9.4 11.0 24.7 22.5 27.3

(100.0) ( 29.7) ( 3.5) ( 3.7) ( 9.0) ( 13.4) ( 27.6) ( 20.1) ( 22.6)

注：  (　)内は、平成20年の数値である。

第８表　継続期間別労働争議解決件数及び構成比

計 30日以内 31～60日 61～90日 91日以上

 

 


